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１ 本ガイドブック作成の趣旨 

  文部科学省では、公立特別支援学校における教室不足の状況等について、令和５年 10

月時点の調査を行っており、全国の特別支援学校の教室不足は 3300 を、北海道の特別支

援学校においても 100 をそれぞれ超えており、教室を確保できずに授業に支障が生じて

いる状況が都市部を中心に続いています。 

七飯養護学校では、平成 19 年度 96 名だった在籍者が、令和５年度 201 名と約 2.1 倍

に増加しており、図工室や理科室などの特別教室を教室に転用して凌いでいますが、体

育館やプール、音楽室等は一つしかないため、小学部から高等部までの各学年で順番を

待ちながら使用するなど、狭隘化の影響による活動場所の制限と利便性の低下が続いて

いるところです。 

  文部科学省では、教室不足の要因の一つを「児童生徒数の増加が予測を上回り、教室

整備が追い付かないため」としていますが、道南の知的障がい特別支援学校の教育相談

などで、関係者から次のような声を聞くことがあります。 

・数年間不登校で、学力が身に付いていないため、ゆったり優しく教えてもらえる特

別支援学校の方が本人に合っている。 

・保護者の送迎が難しいため、スクールバスがある特別支援学校に行った方が良いと

思う。 

・保護者の養育に課題があるため、寄宿舎がある特別支援学校で、家庭から離して生

活する方が本人のためになる。 

  特別支援教育は、知的な遅れのない発達障がいも含めて、特別な支援を必要とする幼

児児童生徒が在籍する全ての学校において実施されるものであり、学校卒業後までの長

期的な視点に立ち一貫した教育的支援を行うことができるようにする必要があります。 

  そこで、以下の 2 点の目的の達成に向け、本ガイドブックを作成しました。 

１ 義務教育終了後の進学先を紹介し、小中学校等において適切な進路指

導を行うことができるようにする。 

２ 高等学校卒業後の働き方や暮らし方について紹介し、「本人の将来の自

立」という長期目標に向けた一貫した教育的支援を行うことができるよ

うにする。 

  本ガイドブックが、本人や保護者はもとより、各学校、相談機関等で有効に活用され、

将来の自立に向けた取組の充実が図られていくことを心から願っています。 

 

令和 6 年 11 月 

北海道特別支援学校長会道南支部  
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２ 各学校等の在籍者数の推移 

道南地域の小中学校在籍者数は、以下の表のとおり、特別支援教育が本格的に始まっ

た平成 19 年度と令和５年度を比較すると、小中学校共に全体としては約４割減と大きく

減少しています。 

しかし、特別支援学級数は、小学校が約 3.7 倍、中学校が約 2.5 倍と、大きく増加して

います。 

また、北海道七飯養護学校は、令和５年度 201 人在籍しており、平成 19 年度 96 人の

約 2.1 倍に増加しています。 

 

表「各学校在籍者数の推移」                   （人） 

 道南地域（渡島・檜山管内） 

七飯養護学校 小学校 中学校 

全校 特別支援学級 全校 特別支援学級 

H19 23,889 222 12,497 153 96 

R5 15,018 837 8,186 388 201 

 

道南の小学校 

●全校児童数 

・平成 19 年度から令和５年度で、8,871 人減 

●特別支援学級 

 ・平成 19 年度から令和５年度で、615 人増 

道南の中学校 

●全校生徒数 

・平成 19 年度から令和５年度で、4,311 人減 

●特別支援学級 

 ・平成 19 年度から令和５年度で、235 人増 

七飯養護学校 

・平成 19 年度から令和５年度で、105 人増 

 

 

 

 

 

 

 

 

約２.1 倍に増 

約４割減 

約 3.7 倍に増 

約４割減 

約 2.5 倍に増 



 

 

- 3 - 

 

３ 進路指導で大切にすべきこと 

  2006 年に国連で採択された「障害者の権利に関する条約」を策定する議論の過程で、

繰り返し使われたスローガンは、 

「私たちのことを私たち抜きで決めないで」 

（Nothing About us without us） 

 という言葉です。 

 

  「１ 本ガイドブック作成の趣旨」で示した、道南の知的障がい特別支援学校の教育

相談などで聞かれる関係者の声を再掲します。 

・数年間不登校で、学力が身に付いていないため、ゆったり優

しく教えてもらえる特別支援学校の方が本人に合っている。 

・保護者の送迎が難しいため、スクールバスがある特別支援学

校に行った方が良いと思う。 

・保護者の養育に課題があるため、寄宿舎がある特別支援学校

で、家庭から離して生活する方が本人のためになる。 

  こうした言葉は、もっともらしく聞こえますが、本人の思いや願いとは別の、大人の

事情で子どもの進路を決めてしまうことになります。 

  文部科学省作成「中学校キャリア教育の手引き」第３節 キャリア教育と進路指導の中

に、次のような記載があります。 

自らの長期的な将来展望との関連を十分検討しないまま、進学したり、就職したり

することは、その後の無気力や不適応を引き起こす要因となり得ることである。本

来の進路指導は、卒業時の進路をどう選択するかを含めて、更にどういう人間

になり、どう生きていくことが望ましいのかといった長期的展望に立って指

導・援助するという意味で「生き方の指導」とも言える教育活動である。 

  それぞれの事情などから、一人一人がどういう人間になり、どのように生きていくか

指導・援助する進路指導は困難なこともあるかもしれませんが、それでも、本人と何度

も話し合い、本人に応じた選択肢を示し、本人が実際に見学などしながら、 

 今まで、親が働けなくなった後のことまではあまり考えていなかった。

アパートを借りて自立できるくらいの給料がもらえるよう、○○学校に入

り、少しくらい苦しいことがあっても乗り越えていける力を身に付けてい

きたい。 

のように、本人が自分の生き方について判断できるようにしていくことが大切です。 



 

 

- 4 - 

 

４ 進路に関する支援会議シート 

  本人や保護者、関係者との支援会議で、進路等について検討する際、参加者に配付し

ながら話し合うと有効なシートです。 
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５ 就学の場と対象の障害種  

 就学の場 対象の障害種 

小学校 通常の学級 言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学

習障害、注意欠陥多動性障害 、肢体不自由、病

弱・身体虚弱 

通級による指導 

特別支援学級 知的障害、肢体不自由、身体虚弱、弱視、難

聴、言語障害、自閉症・情緒障害 

中学校 通常の学級 言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学

習障害、注意欠陥多動性障害 、肢体不自由、病

弱・身体虚弱 

通級による指導 

特別支援学級 知的障害、肢体不自由、身体虚弱、弱視、難

聴、言語障害、自閉症・情緒障害 

高等学校 通常の学級 言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学

習障害、注意欠陥多動性障害 、肢体不自由、病

弱・身体虚弱 

通級による指導 

特別支援学校 視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、

病弱・身体虚弱 

参考： 「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（通知）」 

25 文科初第 756 号平成 25 年 10 月 4 日 

 

特別支援学校への就学を検討する場合 

子どもの障がいの状態等が学校教育法施行令第 22 条の３に該当しない場合は、本

人・保護者が特別支援学校で学ぶことを希望しても、特別支援学校に就学することは

できません。 

 

 

 

 

特別支援学校に就学させることができない主な例 

  障がいの種類及び程度が、学校教育法施行令第 22 条の３に該当せず、 

・発達障がいがある 

・医療的ケアが必要である 

・不登校である 

・問題行動があり、地域の学校や家庭で対応することが困難 

 である 

・在籍している学校に不信感がある 

・寄宿舎を利用させたい 

・児童福祉施設に入所した など 

引用：「教育支援委員会と校内委員会の機能充実を図るためのハンドブック」 

編著：北海道 教育委員会 北海道特別支援教育振興協議会 

学校教育法施行令第 22 条の３ 知的障害の程度 

１ 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営む のに頻繁に援助を必

要とする程度のもの 

２ 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、 社会生活への適応が

著しく困難なもの 
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６ 義務教育終了後の進学先（例） 

(1) 高等学校 

令和６年（202４年）９月、北海道教育庁学校教育局学力向上推進課で作成した「道

立高等学校入学者選抜における特別な配慮対応マニュアル【令和６年（2024 年）９月

改訂版】（中学校、高等学校用）」の「はじめに」には、次のような記載がある。 

道立高等学校入学者選抜においては、「特別な配慮を必要とする生徒が出願しよ

うとする場合は、在籍中学校長は、出願しようとする高等学校長にその事情を説明

し、当該高等学校長は学校教育局学力向上推進課長と協議すること」と実施要項に

定めており、これまでも障害者差別解消法の趣旨等に鑑み、学力検査や面接等にお

いて必要な特別な配慮を行ってきたところです。 

入学者選抜における特別な配慮についての協議の件数は、年々増加しており、

様々なケースが考えられることから、この度、マニュアルを改訂しました。各学校

においては、受検者や保護者から特別な配慮について相談があった場合、中学校と

高等学校が十分連携し、中学校における日常の配慮や支援の状況等を確認の上、受

検者及び保護者との建設的対話を通して相互理解を図り、受検者や保護者が安心し

て受検に臨むことができるよう適切に対応いただきたいと思います。 

また、本マニュアル５ページの「特別な配慮を必要とする生徒の出願に関する協議

シート」には、次のような記載がある。  

障害種等 

 ・視覚障害 ・聴覚障害 ・知的障害 ・病弱・身体虚弱 ・言語障害 

・学習障害 ・注意欠陷多動性障害 ・肢体不自由 ・情緒障害 ・自閉症 

・怪我等 

解答方法や検査時間 

・チェック解答 ・代筆による解答 ・検査時間の延長 

検査室や座席位置 

・検査室位置（トイレ付近等） ・座席位置 ・別室の設定 

その他 

・拡大文字問題冊子の使用 ・照明器具の受検場での準備 

・手話通訳士等の配置 ・注意事項等の文書による伝達 ・リスニングの免除 

・リスニングにおける音声聴取の方法の変更 

・検査室入口までの付添者（高等学校教職員は含まない）の同伴 

・介助者の配置 ・特製机・椅子の受検場での準備 

・問題文等の読み上げ（音声も含む） ・問題文等へのルビ振り 

・面接での話し方の配慮 

・面接方法の変更（集団から個人に変更、筆談での対応、面接順等） 

・休憩時間の延長 ・検査時間中の薬の服用 ・吸入器の持参使用 

・ICT 機器（PC、タブレット等）の利用 その他 
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(2) 通信制高等学校 

ア 北海道有朋高等学校通信制課程（普通科） 

①概要 

・働きながら学びたい人や、家庭・健康上の理由で毎日の通学が困難な人、自分の

ペースでじっくり学習したい人が学んでいます。 

・一般の高校と同じ、普通科高校卒業の資格が得られます。 

・通う学校は、道内 33 校から自由に選択できます。 

・公立の通信制高校なので、入学区分により違いはありますが、1 年間の経費は約５

万円です。 

・就学支援金、奨学給付金、教科書無償給与制度などがあるため、経費の一部が無

料になる場合があります。 

・令和 5 年度入学者 481 名のうち、不登校経験者は 291 名います。 

 

②教育の方法 

 

③進路状況 

 

④学校案内 

 入学生用学校案内の PDF ファイルや、動画による学校紹介があります。 

 http://www.yuho.hokkaido-c.ed.jp/setting/tsushin/top/page_20230620081302 

  

 

 

 

 

http://www.yuho.hokkaido-c.ed.jp/setting/tsushin/top/page_20230620081302
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イ 池上学院高等学校通信制課程（普通科）函館キャンバス 

①概要 

・長期欠席経験があり学習に自信がない方、仕事や夢と学業を両立して高校卒業を

目指したい方など、幅広く入学することができます。 

・通信制課程の「週１～２登校、アルバイト等との両立も可能な一般コース」は、

自宅学習・自学自習を基本とし、毎日通う必要がありません。 

・新入学（４月・10 月）・転入学・編入学（４月・10 月）の方を随時受け付けてい

ます。 

 

②教育の方法  

レポート 

（報告課題） 

スクーリング 

（面接指導） 

テスト 

（単位認定試験） 

各科目で決められた回

数の課題に取り組む。 

 各科目で決められた時

間数に出席する。 

 レポートの内容から出

題される。 
 

 

③進路先 

 大学  

はこだて未来大学、北海学園大学（２部）、北海道医療大学、北海道情報大学、

函館短期大学、函館大谷短期大学など 

 専門学校 

  函館歯科衛生士専門学校、函館短期大学付設調理製菓専門学校、函館理容美容

専門学校、函館臨床福祉専門学校など 

 就職 

  花びしホテル、株式会社ウィルコミュニケーションズ、介護老人保健施設ゆと

りろ、株式会社 ENEOS ウィング北海道支社など 

 

④函館キャンバス Web ページ 

 入学生用学校案内の PDF ファイルや、動画による学校紹介があります。 

 https://www.ikegamigakuin.ed.jp/area/hakodate/ 
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 (3) 職業学科を設置する特別支援学校 
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 (4) 普通科のみを設置する特別支援学校 
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※最新の「道立特別支援学校高等部のしおり」は、Webで検索し。確認してください。 
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７ 高等学校段階卒業後の働き方（例） 

(1) 一般就労（障害者雇用） 

①概要 

・障害者雇用枠とは、特に障害のある人を対象に、別に雇用枠を設けることです。 

・障害のある人が就労する場合には、雇用主や職場に一定の配慮を必要とする場合

があり、障害者が自身の特性に合わせて職場に配慮を求め、就労機会を得やすく

することを目的に「障害者雇用促進法」が制定されました。 

・同法では、企業に対して一定の割合で障害者の雇用を義務付ける「障害者雇用率

制度」を採用しており、さらに障害者雇用における合理的配慮の提供や不当な差

別の禁止についても規定しています。 

②一般雇用との違い 

 障害者雇用枠 一般雇用枠 

内容 障害のある求職者に特化して採用

活動を行う 

障害の有無を問わず採用活動を行

う 

受けられ

る配慮 

障害者雇用に向けて環境整備が行

われる場合もあり、一般枠に比べ

てより配慮を得やすい 

合理的配慮義務に基づき、その都

度協議の上、配慮事項を決定する 

職務内容 障害の程度や特性を考慮し、遂行

可能な職務内容を調整する 

一般的に企業側の必要に応じて業

務を割り当てる 

雇用対象 障害者手帳を所持している方 障害者手帳の有無は問わない 

③賃金例 

 
 

月約 120、000 円 

 

・正社員はごくわずかで、パートタイムでの雇用がほとんどとなります。 

・最低賃金（1,010 円）×勤務時間（６H）×実働日数（20 日）＝120，000 程度ですが、

最低賃金除外のケースもあります。 
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(2) 就労支援 

就労支援とは、障がいや病気による課題をもつ方が、社会に出て仕事をし、収入を

得ることができるよう支援する制度のことです。 

各サービスの概要は以下のとおりです。 

 就労移行支援 継続支援A型 継続支援B型 

対象 一般企業等への就労を

目指している人 

一般企業などでの雇用

に結び付かなかった人

など 

年齢や体力の面で一般

企業などでの雇用が難

しい人など 

支援内

容 

就労に必要な知識や能

力の向上のために必要

な訓練 

雇用契約を結び、就労

の機会を提供 

雇用契約を結ばずに、

就労の機会を提供 

雇用の

有無 

雇用関係なし 

 

雇用関係 

 

雇用関係なし 

 

賃金、

工賃形

式 

年収を基準に通所の利

用料の支払いが発生 

※施設外実習等で工賃

が発生する場合があ

る 

最低賃金保障された賃

金が支払われる 

 

工賃が支払われる 

 

月平均

収入 

 平均 81,645 円          

（厚労省 令和３年度） 

平均 16,507 円 

（厚労省 令和３年度） 

対象者

の条件 

18 歳～65 歳の障がい

がある人 

18 歳～65 歳の障がい

がある人 

年齢制限なし 

 

利用期

間 

２年 

※市町村審査会の個別

審議を経て、必要性

が認められた場合に

限り、最大１年間更

新可能 

定めなし 

 

定めなし 
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ア 就労移行支援事業所（例） 

①概要 

・障がいのある方が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就

労に必要な知識及び能力向上のための「建物清掃」に特化した訓練を基礎から行

い、一般就労に向けて国家検定ビルクリーニング 3 級技能士検定の合格を目指

します。 

・18～65 歳までの身体（聴覚・言語・内部障がい）・知的・精神・難病の方で、

「就労に向けて資格の取得に挑んでみたい」という方々などが利用しています。 

②１日の流れ 

10 時 来所 

挨拶指導・朝礼 

 訓練プログラム 

 個々の能力に合わせて 

12 時 昼食 

13 時 訓練プログラム 

 個々の能力に合わせて 

15 時 帰宅 

 整理整頓、清掃 

③その他 

・送迎はありません。 

・多くの方は、負担金なしで利用しています。 

・施設外就労をした場合、時給が発生することがあります。 
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 イ 就労継続支援事業所 A 型（例） 

①概要 

・ビジネスホテル内の清掃がメインです。 

・宿泊客がチェックアウトした後のベッドメイキングや浴室清掃などを３、４人１

チームとなって作業に当たります。 

・ホテルは年中無休になりますが、勤務はシフト制です。 

・おしぼり業務やホテル清掃、施設外労働などがあります。 

②１日の流れ 

10 時 朝礼 

点呼や１日の流れの確認 

 作業 

 区切りの良いところで、各自 10 分間の休憩 

12 時 昼食・昼休み 

 １階で昼食を食べ、休憩 

13 時 作業 

 各自に割り当てられた業務を確認し、取り組む 

14 時 帰宅 

③その他 

・賃金は、時給 960 円（道の最低賃金 2024 年現在） 
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  ウ 就労継続支援事業所 B 型（例） 

①概要 

・パンの店の運営や、シフォンケーキなど焼き菓子の製造販売を通して、就労や生

活の支援を行っています。 

・工場内では材料計量、撹拌、器具清掃などを利用者の方が手分けして作業に当た

られています。 

・希望があれば店舗での接客業務もできます。 

②１日の流れ 

10 時 来所 

挨拶指導・朝礼 

 訓練プログラム 

 個々の能力に合わせて 

12 時 昼食 

 持参 

13 時 訓練プログラム 

 個々の能力に合わせて 

15 時 帰宅 

 整理整頓、清掃 

③その他 

・１日平均８名前後が通っています。 

・昼食提供はしていないので持参になります。 

・工賃は、１日 600 円 
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８ 高校段階卒業後の暮らし方（例） 

(1) グループホーム（例） 

①概要 

・グループホームとは職員が利用者自身では行えない部分であったり、難しい部分

を手伝いながら、未来の目指す自分になれるようにサポートをしていくサービス

です。 

・生活を共に行いスタッフも常駐しています。 

②設備等 

設備 エアコン、ガスストーブ完備、Wi-Fi 完備 

費用 

（2024 年現

在） 

家賃     16、000～20、000 円／月 

水光熱費   10、000 円／月（11 月～3 月は 15、000 円） 

日用品    5、000 円／月 

③その他 

・平日は、就労先や日中活動先で過ごします。 

・休日は、自由に過ごし、買い物などの要望に合わせて送迎も行います。 

・平日は 16 時～9 時の間、職員が配置されています。 

  

 

※現在、道南では空きのあるグループホームが少ないため、相談支援事業所や学校に相談

することが大切です。 
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(2) 施設入所（例） 

①概要 

・主に 18 歳以上の知的に障がいのある方が、自然とふれあいながら、自らの意思

と判断で生活できるようにサポートしています。 

・常時介護を必要とした人に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう、排泄、食事の介護やその他の便宜を効果的に行うことを目的としてい

ます。 

②１日の流れ 

６時 30 分 起床・洗面・歯磨き 

７時 30 分 朝食 

10 時 00 分 午前の部、日中活動 

12 時 00 分 昼食・歯磨き 

13 時 00 分 午後の部、日中活動、介助入浴 

16 時 00 分 日中活動終了 

18 時 00 分 夕食、歯磨き 

22 時 00 分 消灯 

③その他 

・行事は、学園祭・保護者との合同レクリエーション（クリスマスパーティー）・

自由外出 / 支援外出・慶事行事 など 
 

 

※現在、道南では空きのある施設が少ないため、相談支援事業所や学校に相談することが

大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


